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第
十
八
回
同
和
研
修
会

世
界
人
権
宣
言
五
十
周
年
に
あ
た
り

仏
教
者
に
求
め
ら
れ
る
も
の

　
第
十
年
回
同
和
研
修
会
が
、
九
月
七
日
、
浄
土
宗

宗
務
庁
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

　
本
年
は
、
世
界
人
権
宣
言
国
連
採
択
五
十
周
年
の

節
目
に
あ
た
り
、
今
回
の
研
修
会
は
「
世
界
人
権
宣

言
五
十
周
年
に
あ
た
り
仏
教
者
に
求
め
ら
れ
る
も

の
」
と
い
う
開
催
主
旨
の
も
と
行
わ
れ
た
。

　
ま
ず
午
前
中
に
、
駿
河
台
大
学
助
教
授
の
門
馬
幸

夫
氏
が
「
仏
教
と
人
権
」
と
い
う
題
で
基
調
講
演
を

行
っ
た
。
そ
の
要
旨
を
ご
紹
介
す
る
。

仏
教
と
人
権

　
「
仏
教
と
人
権
」
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
部
落
差

別
、
女
性
差
別
な
ど
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
研
究
が

進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
仏
教
と
人
権
と
い
う
総
体
で

の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
す
で
に
「
b
d
ロ
自
爵
δ
ヨ
　
9
昌
島

＝
毒
四
二
　
空
ひ
q
算
ω
」
（
仏
教
と
人
権
）
と
い
う
本

が
出
版
さ
れ
て
い
、
る
。
こ
う
し
た
本
が
日
本
よ
り
先

に
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
問
題
意
識

の
レ
ベ
ル
の
差
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。　
世
界
状
況
を
見
る
と
、
二
十
一
世
紀
を
迎
え
た
今
、

人
権
問
題
に
ど
う
取
り
組
ん
で
い
く
か
が
、
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
今
の
日
本
仏
教
界
の

状
況
は
、
そ
う
い
っ
た
現
実
に
対
す
る
対
応
が
立
ち

遅
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
に
よ
り
情
報
化
社
会
と
な
っ
た

今
日
、
地
球
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
ま
す
ま
す
進
ん
で

い
る
。
そ
ん
な
中
、
我
々
は
そ
の
現
状
を
認
識
し
、

そ
こ
に
存
在
す
る
自
己
の
、
原
点
と
の
照
合
を
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
近
代
は
、
科
学
の
発
展
と
と
も
に
、
宗
教
的
権
威

の
衰
退
と
い
う
事
態
を
招
い
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
の

人
間
の
行
動
原
理
は
、
ま
す
ま
す
科
学
に
拠
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
ま
た
そ
の
時
、
宗
教
側
が
ど
う
い
う
態

度
を
示
す
か
が
問
題
と
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
科
学
の
発
展
や
地
球
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は

必
ず
し
も
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
の
発
達
に
よ
り
、
膨
大
な
経
典
を
解
析
す
る

方
法
、
ま
た
そ
の
結
果
を
世
界
に
発
信
す
る
方
法
な

ど
が
飛
躍
的
に
向
上
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
日

本
は
世
界
的
に
そ
の
点
に
お
い
て
も
、
ま
だ
ま
だ
遅

れ
て
い
る
。
仏
教
と
情
報
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

今
後
は
よ
り
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
私
は
、
二
十
一
世
紀
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
間
違
い
な

く
人
権
・
平
和
・
環
境
・
経
済
・
情
報
に
な
る
と
思
う
。

　
世
界
に
於
い
て
、
「
人
権
」
は
無
視
で
き
な
い
も

の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
へ
の
対

応
が
遅
れ
て
い
る
日
本
で
、
何
が
問
題
な
の
か
と
考

え
た
と
き
、
そ
れ
は
伝
統
へ
の
墨
守
・
追
随
と
い
う

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
何
か
問
題
が
起
こ
る
と
「
宗
祖
に
帰
れ
」
と
は
よ

く
聞
か
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
に
生
き
る

自
分
が
い
か
に
主
体
的
に
宗
祖
に
問
う
の
か
、
こ
の

自
ら
の
主
体
性
が
確
立
さ
れ
な
い
限
り
、
宗
祖
の
教

え
か
ら
現
代
の
問
題
に
対
す
る
「
意
味
」
を
導
き
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
教
学
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
今

後
、
現
代
の
問
題
に
対
す
る
普
遍
的
な
回
答
を
経
典

に
求
め
た
場
合
、
や
は
り
経
典
（
の
教
え
）
の
み
に

よ
る
の
は
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
経
典
（
の

教
え
）
に
は
誤
り
が
な
い
と
考
え
る
点
に
大
き
な
問
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基
調
講
演
を
行
う
門
馬
幸
夫
氏

題
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

　
膨
大
な
経
典
群
を
現
代
に
活
か
す
た
め
に
は
、
そ

の
成
立
背
景
の
理
解
や
取
捨
選
択
は
重
要
な
意
味
を

持
つ
だ
ろ
う
。

　
仏
教
は
、
南
直
江
伝
の
違
い
に
も
明
ら
か
な
よ
う

に
そ
の
差
異
に
は
、
歴
史
と
地
域
性
が
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
・
文
化
的
規
定
性
が

そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実

で
あ
る
。

　
経
典
（
の
教
え
）
に
限
界
が
あ
る
か
無
い
か
、
あ

る
と
し
た
ら
ど
う
対
処
す
る
か
と
か
、
そ
う
し
た
考

え
を
持
つ
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
わ
た
し
は
「
鎌
倉
仏
教
」
の
意
義
を
、
も
う

一
度
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
鎌
倉
仏
教
は
、

鎌
倉
仏
教
の
宗
祖
た
ち
が
全
く
新
し
い
も
の
を
提
示

し
た
と
い
う
よ
り
も
、
各
宗
祖
の
師
ら
の
優
れ
た
教

え
に
基
づ
い
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
か
ら
の
時
代
馬
グ
ロ
ー
バ
ル
な
仏
教
を
目
指

す
な
ち
ば
、
現
代
に
適
応
し
た
教
学
を
構
築
す
る
べ

き
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
は
、
現
在
、
人
権
問
題
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
様
々
な
事
象
を
も
視
野
に

入
れ
つ
つ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

　
ま
た
、
教
団
・
寺
院
に
目
を
向
け
る
と
ど
う
だ
ろ

う
か
。
檀
家
制
度
が
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
存
在

し
て
い
る
現
状
に
、
何
ら
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
教
団
内
で
の
、
本
末
制
度
、
位
階
の
問
題
、
女
性

僧
侶
の
こ
と
な
ど
考
え
る
べ
き
こ
と
は
多
分
に
あ
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
寺
院
の
問
題
と
し
て
、
差
別
法
・

戒
名
が
存
在
し
て
き
た
事
実
、
そ
う
な
る
に
至
っ
た

経
緯
等
を
考
え
れ
ば
、
人
権
問
題
と
無
関
係
で
済
ま

な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
仏
教
者
が
、
仏
教
を
ど
う
理
解
し
自
分
の
も
の
と

し
て
い
く
か
が
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
社
会
の

一
員
と
し
て
の
社
会
人
の
姿
、
住
職
と
し
て
の
教
団

人
の
姿
、
仏
法
を
学
び
説
く
仏
教
人
の
姿
、
こ
れ
ら

を
仏
教
者
の
あ
り
方
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
融
合
さ

せ
て
い
く
の
か
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
午
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
司
会
を
基
調
講
演
講

師
の
門
馬
幸
夫
氏
に
、
発
表
は
小
笠
原
正
仁
師
（
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
中
央
基
幹
運
動
推
進
相
談
員
）
、

山
内
小
夜
子
師
（
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
助
手
）
、

石
田
良
正
師
（
日
蓮
宗
世
界
立
正
平
和
運
動
本
部
委

員
）
に
お
願
い
し
た
。

　
ま
ず
、
小
笠
原
師
は
「
人
権
宣
言
五
十
周
年
に
あ

た
り
部
落
差
別
を
通
じ
て
考
え
る
」
と
題
し
、
要
旨

以
下
の
よ
う
に
発
表
し
た
。

　
「
信
教
の
自
由
と
い
う
概
念
は
、
異
端
に
対
し
て

寛
容
の
精
神
を
も
つ
と
い
う
と
こ
ろ
が
ら
生
ま
れ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
数
々
の
祖
師
た
ち
が
受
け
た
迫
害

か
ら
守
る
た
め
に
、
信
教
の
自
由
は
存
在
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
の
自
立
性
・
主
体
性
を

守
る
手
続
き
と
し
て
人
権
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
ま
た
宗
教
が
権
力
を
正
当
化
す
る
手
段
と
な
る
と

き
、
そ
の
手
続
き
を
無
効
化
す
る
役
割
を
担
う
。
江

戸
時
代
、
仏
教
に
よ
る
宗
門
人
別
改
め
が
差
別
的
身

分
制
の
思
想
的
根
拠
を
支
え
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
だ
ろ
う
。
本
来
は
、
現
世
の
価
値
観
を
相
対
化

し
て
き
た
仏
教
が
、
現
世
の
秩
序
に
隷
属
化
し
て
し

ま
っ
た
結
果
で
あ
る
。

　
今
後
、
近
世
・
近
代
を
権
力
の
動
向
に
お
も
ね
る

よ
う
に
生
き
て
き
た
仏
教
の
歴
史
に
対
し
て
、
厳
し

い
自
己
批
判
無
く
し
て
は
展
望
は
開
け
な
い
だ
ろ

う
。
」
　
次
に
山
内
師
が
「
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
性
差
別

の
問
題
一
両
性
で
形
づ
く
る
教
団
に
向
け
て
一
」
と

題
し
、
以
下
の
よ
う
に
発
表
し
た
。
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「
近
年
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
女
性
の
目

か
ら
見
直
す
と
い
う
作
業
が
進
め
ら
れ
、
こ
れ
ま
で

女
性
が
置
か
れ
て
い
た
位
置
の
究
明
が
行
わ
れ
て
き

た
。　
そ
れ
に
伴
い
、
宗
派
内
で
も
男
性
女
性
の
立
場
の

違
い
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
る
制
度
や
習
慣
に
つ
い
て

議
論
が
高
ま
っ
て
き
た
。

　
私
た
ち
は
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
様
々
な
形
で
制
度

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
パ
ネ
リ
ス
ト
各
師

左
よ
り
小
笠
原
、
山
内
、
石
田
師

の
変
革
を
要
請
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
制
度
的
に
変

え
て
い
く
こ
と
で
、
女
性
の
人
権
を
確
立
し
、
同
時

に
教
団
人
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
、
そ
の
結
果
、

男
女
共
に
教
団
を
主
体
的
に
支
え
て
い
く
存
在
た
ら

し
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
御
同
朋
社
会
を
実
現
す
る
一
つ
の
信
仰

運
動
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し

て
、
一
昨
年
、
宗
内
組
織
部
に
『
女
性
室
』
が
設
置

さ
れ
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
制
度
と
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
人
間
の
考
え
方
に
よ

っ
て
構
築
さ
れ
る
。
我
々
は
、
宗
祖
の
教
え
に
立
ち

返
り
、
そ
こ
か
ら
今
の
制
度
を
問
い
直
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
L

　
続
い
て
石
田
師
は
「
日
蓮
宗
の
平
和
運
動
と
人
権
」

と
題
し
、
以
下
の
よ
う
な
要
旨
の
発
表
を
行
っ
た
。

　
「
日
蓮
聖
人
は
、
栴
陀
羅
の
子
と
自
覚
し
て
法
華

経
を
受
容
し
、
悪
人
成
仏
女
人
成
仏
を
強
調
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
女
性
や
障
害
者
排
除
の
お
気
持
ち
は

な
い
。
さ
ら
に
、
立
正
安
国
に
よ
る
人
類
の
真
の
幸

福
と
世
界
の
平
和
を
主
張
さ
れ
、
私
た
ち
は
そ
の
教

え
に
導
か
れ
て
、
平
和
運
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
昭
和
二
十
九
年
に
被
爆
者
援
護
・
原
水
爆
禁
止
を

目
的
と
し
た
「
世
界
立
正
平
和
運
動
本
部
」
が
発
足

し
、
そ
れ
以
降
様
々
な
形
で
、
平
和
運
動
に
取
り
組

ん
で
き
た
。

　
活
動
方
針
は
、
ま
ず
法
華
経
の
「
即
是
道
場
」
つ

ま
り
現
実
世
界
が
仏
道
実
践
の
場
で
あ
る
と
い
う
考

え
に
基
づ
く
。
ま
た
立
正
平
和
と
は
日
蓮
聖
人
の
「
立

正
安
国
」
を
現
代
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
教
化
活
動
は
、
大
衆
す
べ
て
の
仏
性
を
礼
拝
し
た

不
軽
菩
薩
の
「
但
行
礼
拝
」
に
示
さ
れ
る
姿
を
基
本

姿
勢
と
し
て
い
る
。

　
社
会
教
化
活
動
の
基
本
は
、
考
え
て
か
ら
行
動
す

る
の
で
な
く
、
行
動
し
て
か
ら
考
え
る
の
で
も
な
く
、

「
行
動
し
な
が
ら
考
え
る
」
こ
と
で
あ
る
。

　
戦
争
と
は
極
度
の
人
権
無
視
で
あ
り
、
社
会
的
弱

者
が
犠
牲
と
な
る
。
平
和
運
動
は
特
別
な
運
動
で
は

な
く
、
現
在
の
不
安
を
取
り
除
き
、
平
和
な
未
来
を

実
現
す
る
「
抜
苦
与
楽
」
が
そ
の
願
行
で
あ
る
。

　
平
和
運
動
は
す
べ
て
の
宗
徒
が
行
う
べ
き
運
動
で

あ
り
、
人
権
を
守
る
運
動
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

大
衆
へ
の
働
き
か
け
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。　
平
和
と
人
権
を
守
る
運
動
は
、
仏
教
者
と
各
宗
教

者
が
一
致
で
き
る
点
で
協
力
し
、
推
進
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
」

　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
※

　
講
師
の
発
表
の
後
、
会
場
と
の
質
疑
応
答
の
時
間

が
持
た
れ
、
現
場
で
人
権
問
題
に
携
わ
る
方
々
か
ら
、

活
発
に
質
問
や
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　
最
後
に
、
佐
々
木
同
和
委
員
長
よ
り
閉
会
の
挨
拶

が
あ
り
、
午
後
四
時
半
閉
会
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
責
　
社
会
部
）
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改
定
宗
教
法
人
法
に
よ
る

本
会
顧
問
弁
護
士

書
類
作
成
・
提
出
を
め
ぐ
っ
て

長
谷
川
正
浩

仏全

　
文
部
大
臣
所
轄
宗
教
法
人
の
書
類
提
出
状
況
が
公

表
さ
れ
た
。
平
成
十
年
七
月
末
日
現
在
と
九
月
九
日

現
在
の
数
字
は
別
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
提
出
期
限
が
一
月
末
か
ら
六
月
末

ま
で
の
法
人
数
は
一
九
一
法
人
あ
り
、
七
月
末
日
ま

で
に
提
出
し
た
法
人
数
は
一
七
二
法
人
（
九
〇
、
一

％
）
、
九
月
九
日
ま
で
に
提
出
し
た
法
人
は
一
入
七

法
人
（
九
七
、
九
％
）
で
あ
る
。
七
月
末
提
出
期
限

の
法
人
は
七
二
二
法
人
あ
り
、
七
月
末
日
ま
で
に
提

出
し
た
法
人
は
三
二
二
法
人
（
四
四
、
六
％
）
、
九

月
九
日
ま
で
に
提
出
し
た
法
人
は
四
入
一
法
人
（
六

六
、
六
％
）
で
あ
る
。

　
七
月
末
提
出
期
限
の
法
人
に
つ
い
て
い
え
ば
、
期

限
後
約
一
ヶ
月
で
二
二
％
の
法
人
が
提
出
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
一
月
末
乃
至
六
月
末
期
限
の
法
人
の

提
出
数
を
み
て
も
、
期
限
後
に
相
当
数
の
割
合
の
法

人
が
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

　
一
方
、
都
道
府
県
知
事
所
轄
宗
教
法
人
の
総
数
は

一
入
万
三
入
＝
二
法
人
あ
り
、
七
月
三
一
日
現
在
提

出
済
の
法
人
は
一
〇
万
入
一
九
七
法
人
（
五
九
、
九

％
）
で
あ
る
。
こ
の
内
訳
は
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

「
仏
教
タ
イ
ム
ズ
」
紙
（
九
月
十
七
日
付
）
の
調
査

に
よ
れ
ば
、
別
表
1
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
提
出
割
合

を
見
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
だ
提
出
期
限
が
き
て
い

な
い
法
人
（
決
算
日
が
四
月
一
日
以
降
九
月
十
三
日

ま
で
に
逸
る
法
人
）
の
数
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
現
段
階
で
容
易
に
論
評
す
る
こ
と
は

差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
云
え
る
こ
と
は
期
限
を
遵
守
し
え
な
か
っ

た
法
人
が
割
合
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
反
対
に

云
え
ば
、
現
段
階
で
提
出
し
て
い
な
い
法
人
が
必
ず

し
も
提
出
を
拒
ん
で
い
る
と
み
る
の
は
早
計
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
あ
と
三
～
五
月
位
後
に
な
ら
な
け

れ
ば
判
断
で
き
な
い
。

　
今
回
の
改
正
に
よ
り
備
付
書
類
の
一
部
を
所
轄
庁

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
自
体
に
つ

い
て
、
私
は
残
念
な
こ
と
に
思
う
。
政
治
（
家
）
に

宗
教
（
者
）
が
翻
弄
さ
れ
た
感
が
否
め
な
い
。
し
か

し
、
私
共
既
成
教
団
に
属
す
る
寺
院
・
教
会
・
結
社

が
一
部
で
あ
れ
、
法
人
意
識
を
高
め
、
宗
教
法
人
ら

し
く
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
皮
肉
な
結
果
と
は

い
え
喜
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
思
う
。

　
願
わ
く
ば
、
国
家
権
力
の
力
を
借
り
な
く
て
も
法

人
意
識
を
高
め
、
個
人
と
法
人
を
峻
別
し
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
一
般
社
会
の
信
頼
を
得
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別表1

提　出　期　限
1月末乃至

@　6月末
7月末

法　　人　　数 191 722

7月末現在
　172
i90．1％）

322

i44．6％）

提出数

・9月現在
　187
i97．9％）

481

i66．6％）

一5一
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寺
に
税
務
調
査
が
行
わ
れ
は
じ
め
た
昭
和
五
十
六

年
ご
ろ
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
宗
教
活
動
に
関
す
る

経
理
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
税
務
署
と

い
う
国
家
権
力
が
寺
の
は
ら
わ
た
ま
で
の
ぞ
く
こ
と

別表II

は
、
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
の
原
則
か
ら
云
っ
て

一
大
事
で
あ
る
と
、
私
共
は
批
判
し
た
。
こ
の
批
判

は
今
で
も
私
は
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
税
務
調
査
に
よ
っ
て
多
く
の
宗
教

法
人
が
帳
簿
を
整
理
し
、
法
人
と
個
人
を
峻
別
し
、

法
人
意
識
を
高
め
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
こ
の

事
実
も
又
皮
肉
と
い
え
ば
皮
肉
で
あ
る
。

　
国
家
の
介
入
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
宗
教
団
体
が

㈱
率
出
提黙
秘
撰
譜
…
螺
製
謝
枷
鵬
謡
剛
毅
蹴
講
櫻
霧
號
翻
畿
謙
虚
祝
蟹
彌
魏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約
働
　
　
　
　
約
　
約
㈲
側
　
　
　
　
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
⑲

数
人
法
出
提

㎜
灘
翻
難
難
羅
難
瑠
㎝
螺
論
難
鰻
黙
黙
欄
㎜
㎜
響
紹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約
　
　
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約

数
人
法
全

雛
羅
襯
蠣
難
羅
総
踊
黙
欄
難
嬬
蠣
継
継
㎜
懲
膿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約

道
立
手
話
田
形
島
城
木
馬
玉
葉
京
川
前
山
川
井
梨
野
阜
岡
知
重
賀
都
吐
血
良
鯛
取
根
山
島
口
島
川
層
累
岡
賀
崎
本
分
崎
島
縄
海
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
北
青
岩
宮
秋
山
福
塁
壁
群
埼
千
束
神
新
当
石
福
山
長
岐
静
愛
三
滋
京
大
兵
置
型
鳥
島
岡
広
山
徳
香
愛
知
画
壇
長
月
大
宮
鹿
沖

一6一
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国
家
に
関
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
人
意
識
が

育
ま
れ
、
自
立
性
が
強
固
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は

私
共
、
既
成
教
団
の
力
が
弱
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
強
け
れ
ば
す
で
に
国
の
関
与
を
許
さ
な
い
ほ
ど
に

そ
の
自
律
性
も
透
明
性
も
高
ま
っ
て
い
て
、
ゆ
き
す

ぎ
た
税
務
調
査
や
今
回
の
改
定
は
、
一
般
社
会
か
ら

批
判
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
一
般
社
会
の
多
く
は
今
回
の
改
定
に
世
論

は
拍
手
を
し
た
。
ゆ
き
す
ぎ
た
税
務
調
査
に
対
し
て

も
税
務
署
を
批
判
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
誤
解
に
基
づ

く
も
の
が
あ
っ
た
に
せ
よ
世
論
は
当
然
で
あ
る
と
し

た
。　
こ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
再
び
轍
を
踏
ま
な
い

為
に
は
、
私
共
入
万
余
ヵ
寺
が
一
日
も
早
く
法
人
意

識
を
高
め
自
律
性
と
透
明
性
を
高
め
て
「
強
く
」
な

る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
今
回
の
提
出
に
あ
た
っ
て
二
つ
の
こ
と
を
記
し
て

注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
収
支
計
算
書

の
作
成
を
免
除
さ
れ
て
い
る
法
人
は
、
①
年
収
入
○

○
○
万
円
以
下
で
あ
っ
て
、
②
公
益
事
業
以
外
の
事

業
を
行
っ
て
い
な
い
法
人
で
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は

収
益
事
業
と
収
益
事
業
以
外
の
事
業
を
含
む
、
従
っ

て
、
山
林
業
・
農
業
や
居
住
用
建
物
所
用
の
目
的
で

地
代
の
低
廉
な
土
地
の
貸
付
業
等
は
法
人
税
法
上
収

益
事
業
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
公
益
事
業
以
外
の
事

業
に
該
る
か
ら
、
収
支
計
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
所
轄
庁
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
こ
の
こ

と
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
り
、
誤
解
を
生
む
表
現
が

あ
っ
た
。

　
二
つ
は
、
法
人
規
則
に
「
決
算
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
旨
の
規
定
が
あ
る
か
ら
収
支
計
算
書
を
作

成
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
の
所
轄
庁
の
指
導
が
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
導
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
一
定
期
間
の
経
営
成
績
と
財
政
状
態
を
明
ら
か
に

す
る
企
業
会
計
の
決
算
に
お
い
て
は
、
前
者
を
損
益

計
算
書
で
行
う
か
ち
、
企
業
の
損
益
計
算
書
に
該
当

す
る
収
支
計
算
書
が
宗
教
法
人
に
も
不
可
欠
と
考
え

た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
宗
教
法
人
の
決
算
に
は
収
支
計
算

書
が
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
。
現
に
財
政
状
態
を
示

す
貸
借
対
照
表
は
宗
教
法
人
で
は
任
意
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
収
支
計
算
書
や
貸
借
対
照
表

が
な
く
と
も
他
の
方
法
で
決
算
を
行
う
こ
と
は
で
き

る
。
　
即
ち
決
算
と
は
勘
定
記
録
を
一
定
の
期
末
に
整
理
、

集
計
し
て
期
末
の
資
産
、
負
債
、
基
本
金
等
を
計
算

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
務
諸
表
（
必
ず
し
も
収
支
計

．
算
書
や
貸
借
対
照
表
を
含
ま
な
い
こ
と
前
述
の
と
お

り
、
し
か
し
収
支
計
算
書
や
貸
借
対
照
表
を
作
成
す

る
こ
と
が
ベ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
が
な
い
と
き
は
財
産
目
録
が
中
心
に
な
る
）

を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
翌
期
首
で
帳
簿
記
入
の
準

備
を
目
的
と
す
る
一
連
の
簿
記
手
続
き
を
い
う
の
で

あ
る
。

　
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
左
記
の
要
領
で
、
長
谷
川
正
浩
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
室
を
開
設

し
て
い
ま
す
。
相
談
内
容
は
、
寺
院
運
営
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、
税
務
、
一
般
民
事
等
、
ご
自
由
で
す

が
、
現
在
、
宗
教
法
人
法
の
改
定
に
伴
い
、
相
談
件
数
が
増
え
て
い
ま
す
。
相
談
を
ご
希
望
さ
れ
る

方
は
、
必
ず
、
電
話
で
予
約
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
◆
日
時
　
原
則
と
し
て
毎
月
第
二
・
第
四
木
曜
日
午
後
一
時
～

　
◆
場
所
　
明
照
会
館
（
港
区
芝
公
園
四
一
七
－
四
）

　
◆
予
　
約
　
　
全
日
本
仏
教
会
事
務
総
局
（
〇
三
－
三
四
三
七
－
九
二
七
五
）
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lr5全
国
仏
教
保
育
大
阪
大
会

。
ー
ー
”
」

　　

@　

@
　
｝

　
　
　
　
L

　
七
月
三
十
、
三
十
一
日
の
両
日
、
第
二
十
五
回
全

国
仏
教
保
育
大
阪
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
本
会
か
ら

野
生
司
総
務
部
長
が
出
席
し
た
。

　
三
十
日
は
午
後
一
時
よ
り
リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ

ル
を
会
場
に
開
会
式
が
行
わ
れ
た
。
献
灯
献
花
、
三

帰
依
文
唱
和
、
物
故
者
黙
禧
に
続
き
、
大
谷
光
照
大リーガロイヤルホテルで開催された全国仏教保育大阪大会

直
会
長
よ
り
式
辞
、
上
村
映
雄
大
会
委
員
長
よ
り
挨

拶
、
来
賓
祝
辞
、
各
賞
状
・
感
謝
状
贈
呈
な
ど
が
行

わ
れ
た
。
ま
た
休
憩
の
後
、
J
T
生
命
誌
研
究
館
副

館
長
、
中
村
桂
子
氏
の
基
調
講
演
「
科
学
技
術
時
代

の
子
ど
も
た
ち
」
が
行
わ
れ
た
。

　
三
十
一
日
は
市
内
各
所
の
会
場
で
、
様
々
な
テ
ー

マ
の
も
と
分
科
会
が
行
わ
れ
た
。

蓑
事
3
務
《
局
並
録
一
事
美

　
　
　
－
九
月
－

　
　
七
日
同
和
研
修
会

　
　
入
日
　
国
際
委
員
会

　
　
　
　
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
記
念
集
会
出
席

　
　
九
日
　
同
宗
連
研
修
会
出
席

　
　
　
　
　
日
宗
連
理
事
会

　
　
＋
日
　
局
内
会
議

　
　
　
　
法
律
相
談
室

　
十
一
日
　
同
和
委
員
会

　
十
入
日
　
曹
洞
宗
被
差
別
戒
名
追
善
法
要
参
列

二
十
四
日
　
法
律
相
談
室

二
十
五
日
　
局
内
会
議

村
主
恵
快
師

入
月
十
一
日
遷
化
　
七
十
六
歳

真
言
宗
中
山
寺
派
元
管
長

三帰幽艶、無難誓願、仏教徒聖日、加盟団体住所録などを収録／
　　

全日本仏教会ホームページhttp＝／／…wjtvan．co．jp／～jbf

　　　　　　　－8一

一
九
九
入
年
十
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